
平成２８年３月２２日 

会員各位 

（一社）埼玉県私立保育園連盟 

事務連絡（速報） 

処遇改善に関する内閣府からの告示 
 

 添付のとおり、平成 28年 3月 9日内閣府告示第 22号が発出され、平成 28年 3月 15日付事務連

絡が出されました。内容としては平成 27年度分の国家公務員の人事院勧告の 4月遡及分を平成 27年

度に限り特例として、公定価格の総額に１．２９％とする旨の内容となっており、既にご案内の通りと

なります。 

 さらに、事務連絡において、処遇改善における今回の 27年度人勧分の取り扱いについては以下のよ

うに示されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成 27年度の人事院勧告（４月遡及分）も確実に職員への基本給の引き上げや一時金等に活用する

事となっています。しかし、今回の差額遡及分が実際に保育園に支弁される時期が３月末若しくは年度

を超えてからになる自治体もある事から、27年度の処遇改善の実績報告への記載に関しては、「基準年

度の給与規定に基づいた 27年度職員の賃金総額」に 27年度の公定価格に含まれている 26年度分の

人事院勧告分（2％）のみを足した総額を記載すればよいという事になりました。 

 

（注意） 

 平成 27年度分の公定価格に含まれる 27年度人事院勧告（4月遡及分）については上記の通り、実

績報告書には記載しませんが、支給をしなくても良いという訳ではありませんので、処遇改善加算（賃

金改善要件分）とあわせて取り扱いには十分注意してください。 

 

お問い合わせは 埼玉県私立保育園連盟事務局  ℡ ０４８－７７２－８６２３ 


